
目

次

教
育
委
員
会

○
青
森
県
三
内
丸
山
遺
跡
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqq（
文

化

財

保

護

課
）
…
一

○
障
害
に
関
す
る
用
語
の
表
記
の
整
理
に
関
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
職
員
福
利
課
）
…
一

○
青
森
県
立
学
校
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
ス
ポ
ー
ツ

健

康

課
）
…
二

○
青
森
県
立
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
教
職
員
課
）
…
二

○
青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqq（
職
員
福
利
課
）
…
四

○
青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqq（

同

）
…
四

○
青
森
県
立
学
校
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
ス
ポ
ー
ツ

健

康

課
）
…
四

教

育

委

員

会

青
森
県
三
内
丸
山
遺
跡
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

青
森
県
三
内
丸
山
遺
跡
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
三
内
丸
山
遺
跡
セ
ン
タ
ー
規
則
（
平
成
三
十
年
十
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
第
一
号
中
「
関
す
る
こ
と
。
（
遺
跡
及
び
県
外
に
所
在
す
る
資
産
に
関
す
る
こ
と

を
除
く
。
）
」
を
「
関
す
る
こ
と
（
遺
跡
及
び
県
外
に
所
在
す
る
資
産
に
関
す
る
こ
と
を
除

く
。
）
。
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に
「
（
青
森
市
柳
川
一
丁
目
に
所
在
す
る
施
設
（
以
下

「
情
報
発
信
施
設
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中

「
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
」
を
削
り
、
「
と
き
は
」
の
下
に
「
、
前
項
の
」
を
加
え
、
同
条

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

情
報
発
信
施
設
の
開
所
時
間
は
、
所
長
が
別
に
定
め
る
。

第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

情
報
発
信
施
設
の
休
所
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

年
末
年
始

十
二
月
三
十
日
、
十
二
月
三
十
一
日
及
び
一
月
一
日

二

所
内
整
理
日

年
間
十
日
以
内

第
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

所
長
は
、
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
前
二
項
の
休
所
日
に
開
所
し
、
又
は
同
項
の
休
所
日
以
外

の
日
に
休
所
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条
第
一
項
第
四
号
中
「
当
該
障
害
者
」
を
「
当
該
障
が
い
者
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中

「
療
育
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
知
的
障
害
者
」
を
「
知
事
が
交
付
す
る
療
育
手
帳
（
他
の
地

方
公
共
団
体
の
長
が
交
付
す
る
も
の
を
含
む
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
」
に
、
「
当
該
障
害

者
」
を
「
当
該
障
が
い
者
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
中
「
第
六
条
第
二
項
、
第
七
条
」
を
「
第
六
条
、
第
七
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
の
改
正
規
定
は
、

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

障
害
に
関
す
る
用
語
の
表
記
の
整
理
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
報
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青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

障
害
に
関
す
る
用
語
の
表
記
の
整
理
に
関
す
る
規
則

（
青
森
県
立
郷
土
館
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

青
森
県
立
郷
土
館
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
三
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
中
「
当
該
障
害
者
」
を
「
当
該
障
が
い
者
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号

中
「
療
育
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
知
的
障
害
者
」
を
「
知
事
が
交
付
す
る
療
育
手
帳
（
他
の

地
方
公
共
団
体
の
長
が
交
付
す
る
も
の
を
含
む
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
」
に
、
「
当
該
障

害
者
」
を
「
当
該
障
が
い
者
」
に
改
め
る
。

（
青
森
県
教
育
支
援
委
員
会
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

青
森
県
教
育
支
援
委
員
会
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
七
月
青
森
県
教
育

委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
障
害
」
を
「
障
が
い
」
に
改
め
る
。

（
青
森
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改

正
）

第
三
条

青
森
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
昭

和
五
十
年
三
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
心
身
障
害
」
を
「
心
身
障
が
い
」
に
改
め
る
。

（
青
森
県
営
ス
ケ
ー
ト
場
規
則
及
び
青
森
県
武
道
館
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

次
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
中
「
療
育
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
知
的
障
害
者
」
を
「
知

事
が
交
付
す
る
療
育
手
帳
（
他
の
地
方
公
共
団
体
の
長
が
交
付
す
る
も
の
を
含
む
。
）
の
交
付
を

受
け
て
い
る
者
」
に
改
め
る
。

一

青
森
県
営
ス
ケ
ー
ト
場
規
則
（
昭
和
六
十
年
十
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
第
四

条
第
三
号

二

青
森
県
武
道
館
規
則
（
平
成
十
二
年
四
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
八
号
）
第
五
条

第
三
号

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
立
学
校
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

青
森
県
立
学
校
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

青
森
県
立
学
校
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
七
月

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

第
二
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
各
号
」
を
「
前
項
各
号
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
次
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
三
項
と
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
あ
つ
て
は
」
を
「
あ
っ
て
は
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
立
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

青
森
県
立
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
立
学
校
学
則
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
青
森
県
立
青
森
南
高
等
学
校
の
項
中
「
外
国
語
科
」
を
「
グ
ロ
ー
バ
ル
探
究
科
」
に
改
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め
、
同
表
青
森
県
立
柏
木
農
業
高
等
学
校
の
項
中

「
食
品
科
学
科

生
活
科
学
科

」
を
「

食
品
科
学
科

」
に
改

め
、同
表
青
森
県
立
青
森
工
業
高
等
学
校
の
項
中

「
全
日
制
の
課
程

機
械
科

三
年

電
気
科

電
子
科

情
報
技
術
科

建
築
科

都
市
環
境
科

定
時
制
の
課
程

工
業
技
術
科

三
年
以
上
」

を
「

全
日
制
の
課
程

機
械
科

三
年

電
気
科

電
子
科

情
報
技
術
科

建
築
科

都
市
環
境
科

」
に
改
め
、
同
表
青
森
県
立
弘
前
工
業
高
等
学

校
の
項
中

「
全
日
制
の
課
程

機
械
科

三
年

電
気
科

電
子
科

情
報
技
術
科

土
木
科

建
築
科

定
時
制
の
課
程

工
業
技
術
科

三
年
以
上
」

を

「
全
日
制
の
課
程

機
械
科

三
年

電
気
科

電
子
科

情
報
技
術
科

土
木
科

建
築
科

」
に
改
め
、
同
表
青
森
県
立
八
戸
工
業
高
等
学
校

の
項
中

「
全
日
制
の
課
程

機
械
科

三
年

電
気
科

電
子
科

土
木
科

建
築
科

材
料
技
術
科

定
時
制
の
課
程

工
業
技
術
科

三
年
以
上
」

を

「
全
日
制
の
課
程

機
械
科

三
年

電
気
科

電
子
科

土
木
科

建
築
科

材
料
技
術
科

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

青
森
県
立
青
森
南
高
等
学
校
の
外
国
語
科
及
び
青
森
県
立
柏
木
農
業
高
等
学
校
の
生
活
科
学
科

は
、
改
正
後
の
青
森
県
立
学
校
学
則
別
表
第
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日

の
前
日
に
当
該
学
科
に
在
学
す
る
者
が
当
該
学
科
に
在
学
し
な
く
な
る
日
ま
で
の
間
、
存
続
す
る

も
の
と
す
る
。

（ ）3 青 森 県 報 号外第24号令和６年３月29日 金曜日



青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所
轄
教
育
機
関

青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
四
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
グ
ル
ー
プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
（
」
の
下
に
「
教
育
政
策
課
学
校
の
幸
せ
推
進
室

長
、
」
を
加
え
る
。

別
表
第
七
第
五
号
中
「
及
び
学
校
薬
剤
師
並
び
に
」
を
「
、
学
校
薬
剤
師
、
産
業
医
及
び
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所
轄
教
育
機
関

青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取
扱
規
程
（
平
成
二
十
五
年
九
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
号
イ
中
「
第
二
十
八
条
第
四
項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
八
条
第
四
項
第
一
号
」
に
改

め
る
。

第
七
十
七
条
中
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
、
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
」
の
下
に
「
及
び
青
森
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
令
和
五

年
三
月
青
森
県
条
例
第
三
号
）
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号

各

県

立

学

校

青
森
県
立
学
校
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
立
学
校
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
立
学
校
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
平
成
九
年
三
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
産
業
医
）

第
十
条

学
校
に
産
業
医
を
置
く
。

２

校
長
は
、
当
該
学
校
に
係
る
産
業
医
の
業
務
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
常
時
職
場
の
見

や
す
い
場
所
に
掲
示
し
、
又
は
備
え
付
け
る
こ
と
等
の
方
法
に
よ
り
、
職
員
に
周
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

産
業
医
の
業
務
の
具
体
的
な
内
容

二

産
業
医
に
対
す
る
健
康
相
談
の
申
出
の
方
法

三

産
業
医
に
よ
る
職
員
の
心
身
の
状
態
に
関
す
る
情
報
の
取
扱
い
の
方
法

第
二
十
七
条
を
第
二
十
八
条
と
し
、
第
二
十
六
条
を
第
二
十
七
条
と
し
、
第
二
十
五
条
を
第
二
十
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六
条
と
す
る
。

第
二
十
四
条
中
「
健
康
管
理
医
」
を
「
産
業
医
」
に
改
め
、
第
五
章
中
同
条
を
第
二
十
五
条
と
す

る
。第

二
十
三
条
中
「
健
康
管
理
医
」
を
「
産
業
医
」
に
改
め
、
第
四
章
中
同
条
を
第
二
十
四
条
と

し
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
章
中
第
十
八
条
を
第
十
九
条

と
す
る
。

第
十
七
条
中
「
健
康
管
理
医
」
を
「
産
業
医
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と
し
、
第
十
六
条
を

第
十
七
条
と
し
、
第
二
章
中
第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
四
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
中
「
健
康
管
理
医
」
を
「
産
業
医
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と

し
、
第
十
二
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
一
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

え
る
。

（
産
業
医
の
職
務
等
）

第
十
一
条

産
業
医
は
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
学
校
の
職
員
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
で
医
学
に
関

す
る
専
門
的
知
識
を
必
要
と
す
る
も
の
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

健
康
診
断
の
結
果
に
基
づ
く
職
員
の
健
康
を
保
持
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

二

法
第
六
十
六
条
の
八
第
一
項
及
び
第
六
十
六
条
の
八
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
面
接
指
導
並

び
に
法
第
六
十
六
条
の
九
に
規
定
す
る
必
要
な
措
置
の
実
施
並
び
に
こ
れ
ら
の
結
果
に
基
づ
く

職
員
の
健
康
を
保
持
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

三

作
業
環
境
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

作
業
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
健
康
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

六

健
康
教
育
、
健
康
相
談
そ
の
他
職
員
の
健
康
の
保
持
増
進
を
図
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ

と
。

七

衛
生
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

八

職
員
の
健
康
障
害
の
原
因
の
調
査
及
び
再
発
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

２

産
業
医
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
校
長
に
対
し
て
勧
告
し
、
若
し
く
は
意
見

を
述
べ
、
又
は
衛
生
管
理
者
若
し
く
は
衛
生
推
進
者
に
対
し
て
指
導
し
、
若
し
く
は
助
言
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

３

産
業
医
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
勧
告

の
内
容
に
つ
い
て
、
校
長
の
意
見
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

産
業
医
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
職
員
か
ら
収
集

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

産
業
医
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
、
職
員
の
健
康
を
確
保

す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
職
員
に
対
し
て
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
指
示

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

産
業
医
は
、
職
場
を
巡
視
し
、
作
業
方
法
又
は
衛
生
状
態
に
有
害
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、

直
ち
に
、
職
員
の
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

産
業
医
は
、
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
衛
生
委
員
会
に
対
し
て
職
員
の
健
康
を
確
保
す
る

観
点
か
ら
必
要
な
調
査
審
議
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
中
「
（
第
二
十
三
条
関
係
）
」
を
「
（
第
二
十
四
条
関
係
）
」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
中
「（

第
１
１
条
関
係
）

」
を
「（

第
１
２
条
関
係
）

」
に
、
「第

１
１
条
第
３

項

」
を
「第

１
２
条
第
３
項

」
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
中
「（

第
１
５
条
関
係
）

」
を
「（

第
１
６
条
関
係
）

」
に
、
「第

１
５
条
第
３

項

」
を
「第

１
６
条
第
３
項

」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
及
び
第
五
号
様
式
中
「（

第
２
４
条
関
係
）

」
を
「（

第
２
５
条
関
係
）

」
に
、

「健
康
管
理
医

」
を
「産

業
医

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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